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諮　　問

　　国民健康保険税の課税限度額の改正について



《資料１－①》

登国第２３３２号

令和５年２月１日

市の国民健康保険事業の運営に関する協議会

会 長 横 尾 逸 郎 様

登別市長 小笠原 春一

国民健康保険税の課税限度額の改正について（諮問）

国民健康保険税に関する登別市税条例の一部改正について、別紙のとおり協

議会の意見をいただきたく諮問します。



《資料１－②》

諮 問 事 項

１．国民健康保険税の課税限度額の改正について

（１）諮問理由

国民健康保険税の課税限度額は、政令で定める基準に従い条例で定めること

とされているが、中間所得層の負担軽減のため、課税限度額の基準を引き上げ

る地方税法施行令の改正が予定されていることから、当該改正に準拠し課税限

度額を引き上げるものである。

（２）改正内容

国民健康保険税の課税限度額について、後期高齢者支援金分を現行の２０万

円から２万円引き上げ２２万円とする。

（３）施行日 令和５年４月１日

賦 課 の 区 分 令和４年度 令和５年度 増減額

課税

限度額

①基礎課税分 ６５万円 ６５万円 ０円

②介護納付金分 １７万円 １７万円 ０円

③後期高齢者支援金分 ２０万円 ２２万円 ２万円

①＋②＋③ １０２万円 １０４万円 ２万円



議　案　第　１　号

《資料２》 国民健康保険税の課税限度額の改正について

　　国民健康保険税の課税限度額の改正について



《資料２》

国民健康保険税の課税限度額の改正について

国民健康保険税の課税限度額とは、地方税法施行令で定められている法定限

度額の範囲内で、市町村が納税義務者に対して課税できる年間の保険税の上限

額であり条例で定めることとなっています。

国民健康保険税は、基礎課税分、後期高齢者支援金分、介護納付金分の３区分

に分かれており、区分ごとに課税限度額を設定しています。

本市の課税限度額は、平成 29 年度以降、法定限度額と一致させている状況に

あり、令和５年度については、後期高齢者支援分の法定限度額が２万円引き上げ

られることから、本市においても後期高齢者支援分を法定限度額同様に引き上

げ、課税限度額の合計を現在の 102 万円から 104 万円に改正したいと考えてい

ます。

なお、改正後の国民健康保険税への影響額は、令和 4年 4 月 1 日現在の国民

健康保険加入者を基に試算したところ年間調定額で約５３万円の増額となる見

込みです。

《参考》課税限度額の推移表

年度

課税限度額

基礎課税分 後期高齢者支援金分 介護納付金分 合計

登別市 国 登別市 国 登別市 国 登別市 国

H20 45 万円 47 万円 12 万円 12 万円 9万円 9 万円 66 万円 68 万円

H21 ↓ ↓ ↓ ↓ 10 万円 10 万円 67 万円 69 万円

H22 48 万円 50 万円 13 万円 13 万円 ↓ ↓ 71 万円 73 万円

H23 51 万円 51 万円 14 万円 14 万円 12 万円 12 万円 77 万円 77 万円

H24 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

H25 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

H26 ↓ ↓ ↓ 16 万円 ↓ 14 万円 ↓ 81 万円

H27 ↓ 52 万円 16 万円 17 万円 14 万円 16 万円 81 万円 85 万円

H28 52 万円 54 万円 17 万円 19 万円 16 万円 ↓ 85 万円 89 万円

H29 54 万円 ↓ 19 万円 ↓ ↓ ↓ 89 万円 ↓

H30 58 万円 58 万円 ↓ ↓ ↓ ↓ 93 万円 93 万円

R1 61 万円 61 万円 ↓ ↓ ↓ ↓ 96 万円 96 万円

R2 63 万円 63 万円 ↓ ↓ 17 万円 17 万円 99 万円 99 万円

R3 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

R4 65 万円 65 万円 20 万円 20 万円 ↓ ↓ 102 万円 102 万円

R5 ↓ ↓ 22 万円 22 万円 ↓ ↓ 104 万円 104 万円



報　告　第　１　号

《資料３》 令和４年度国民健康保険税特別会計決算見込額調書

　　令和４年度国民健康保険特別会計決算見込について



《資料３》

令和４年度国民健康保険特別会計決算見込額調書

歳      入

予算現額 増減額

1 国 民 健 康 保 険 税 1 国 民 健 康 保 険 税 683,209 683,152 △ 57

2 使用料及び手数料 1 手 数 料 10 0 △ 10

3 国 庫 支 出 金 1 国 庫 補 助 金 10 16 6

4 道 支 出 金 1 道 補 助 金 3,897,856 3,783,566 △ 114,290

5 財 産 収 入 1 財 産 運 用 収 入 1 8 7

6 繰 入 金 1 一 般 会 計 繰 入 金 447,787 435,689 △ 12,098

7 繰 越 金 1 繰 越 金 154,135 ③ 455,039 300,904

8 諸 収 入 2,558 10,289 7,731

1 延 滞 金 及 び 過 料 30 8,066 8,036

2 雑 入 2,528 2,223 △ 305

歳     入     合      計 5,185,566 ① 5,367,759 182,193

款 項 決算見込額



H23.6.2

歳       出

予算現額 執行残

1 総 務 費 103,412 94,536 8,876

1 総 務 管 理 費 87,205 81,636 5,569

2 運 営 協 議 会 費 308 175 133

3 趣 旨 普 及 費 225 224 1

4 特 別 対 策 事 業 費 15,674 12,501 3,173

2 保 険 給 付 費 1 保 険 給 付 費 3,808,719 3,667,907 140,812

療 養 諸 費 3,269,145 3,146,369 122,776

高 額 療 養 費 528,259 515,061 13,198

移 送 費 500 0 500

出 産 育 児 諸 費 7,564 3,265 4,299

葬 祭 諸 費 2,430 2,430 0

傷 病 手 当 金 821 782 39

3
国 民 健 康 保 険
事 業 費 納 付 金

1
国 民 健 康 保 険
事 業 費 納 付 金

1,123,209 1,123,209 0

4 共 同 事 業 拠 出 金 1 共 同 事 業 拠 出 金 10 1 9

5
財政安定化基金拠出

金
1
財政安定化基金拠出

金
0 0 0

6 保 健 事 業 費 1 保 健 事 業 費 87,835 75,277 12,558

疾 病 予 防 費 16,040 13,434 2,606

特定健診・保健指導費 71,795 61,843 9,952

7 積 立 金 1 基 金 積 立 金 1 ④ 8 7

8 公 債 費 1 公 債 費 1,000 0 1,000

9 諸 支 出 金 11,575 11,175 400

1 償還金及び還付加算金 11,475 11,175 300

2 指 定 公 費 負 担 金 100 0 100

10 予 備 費 1 予 備 費 49,805 0 49,805

歳     出     合      計 5,185,566 ② 4,972,113 213,453

△ 59,385 （①－②）－③＋④

395,646 　①－②

        （単位：千円）

款 項 決算見込額

単 年 度 収 支 見 込 額

累 積 収 支 見 込 額



報　告　第　２　号

《資料４》 令和５年度国民健康保険特別会計予算(案)

　　令和５年度国民健康保険特別会計予算(案)について



《資料４》

令和５年度国民健康保険特別会計予算（案）

歳      入

５年度
当初

４年度
当初

増減額

1 国 民 健 康 保 険 税 1 国 民 健 康 保 険 税 653,839 683,209 △ 29,370

2 使用料及び手数料 1 手 数 料 10 10 0

3 国 庫 支 出 金 1 国 庫 補 助 金 80 10 70

4 道 支 出 金 1 道 補 助 金 3,906,394 3,897,065 9,329

5 財 産 収 入 1 財 産 運 用 収 入 1 1 0

6 繰 入 金 1 繰 入 金 438,056 447,787 △ 9,731

7 繰 越 金 1 繰 越 金 170,000 150,000 20,000

8 諸 収 入 2,520 2,518 2

1 延 滞 金 及 び 過 料 30 30 0

2 雑 入 2,490 2,488 2

歳     入     合      計 5,170,900 5,180,600 △ 9,700

特別調整交付金 184,634 190,000 5,366

財 源 調 整 分 0

計 184,634 190,000 5366

款 項

※歳出の２款）保険給付費の項欄については、「目」で表示しています。



H23.6.2

歳       出

５年度
当初

４年度
当初

増減額

1 総 務 費 104,843 103,247 1,596

1 総 務 管 理 費 89,065 87,040 2,025

2 運 営 協 議 会 費 307 308 △ 1

3 趣 旨 普 及 費 222 225 △ 3

4 特 別 対 策 事 業 費 15,249 15,674 △ 425

2 保 険 給 付 費 3,801,881 3,807,898 △ 6,017

1 療 養 諸 費 3,253,318 3,269,145 △ 15,827

2 高 額 療 養 費 537,454 528,259 9,195

3 移 送 費 500 500 0

4 出 産 育 児 諸 費 7,003 7,564 △ 561

5 葬 祭 諸 費 2,670 2,430 240

6 傷 病 手 当 金 936 0 936

3
国 民 健 康 保 険
事 業 費 納 付 金

1
国 民 健 康 保 険
事 業 費 納 付 金

1,118,390 1,123,209 △ 4,819

4 共 同 事 業 拠 出 金 1 共 同 事 業 拠 出 金 10 10 0

5 財政安定化基金拠出金 1 財政安定化基金拠出金 0 0 0

6 保 健 事 業 費 1 保 健 事 業 費 87,375 87,835 △ 460

7 積 立 金 1 基 金 積 立 金 1 1 0

8 公 債 費 1 公 債 費 1,000 1,000 0

9 諸 支 出 金 7,400 7,400 0

1 償還金及び還付加算金 7,300 7,300 0

2 指 定 公 費 負 担 金 100 100 0

10 予 備 費 1 予 備 費 50,000 50,000 0

歳     出     合      計 5,170,900 5,180,600 △ 9,700

        （単位：千円）

款 項（目）



報 告 第 ３ 号

《資料５》 令和５年度以降の国保運営について

　　令和５年度以降の国保運営について



《資料５》

令和５年度以降の国保運営について

１．はじめに

平成 30 年 4 月からの制度改正に伴い、市町村は「国保事業費納付金」を道に納め、

道は国保の財政運営の主体として、この納付金を主たる財源に市町村国保の医療費全額

を負担する仕組みとなっています。

このため、市町村国保の運営については、この「国保事業費納付金」を納めるための

保険税等による財源確保が重要なポイントとなりますが、本市においては、被保険者数

及び被保険者の所得が年々減少傾向にあるため、この状況を十分考慮しながら適正な運

営に努める必要があります。

表-1 令和４年度当初予算

【歳入】 【歳出】 （単位：千円）

２．保険税率引き下げの前倒し

安定的な運営を行うための中期的な方向性や、新型コロナウイルス感染症に伴う長引

く景気の低迷による被保険者の負担の軽減等を総合的に検討した結果、3か年の引き下

げ計画から 1 年前倒しをし、令和 4 年度より全道の市平均と同水準まで保険税率を引き

下げたところであります。

款 予算額 款 予算額

国 民 健 康 保 険 税 683,209 総 務 費 103,247

国 庫 支 出 金 10 保 険 給 付 費 3,807,898

道 支 出 金 3,897,065 国 保 事 業 費 納 付 金 1,123,209

繰 入 金 447,787 保 健 事 業 費 87,835

繰 越 金 150,000 諸 支 出 金 7,400

諸 収 入 2,518 予 備 費 50,000

そ の 他 11 そ の 他 1,011

歳 入 合 計 5,180,600 歳 出 合 計 5,180,600

0
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表-2 保険税率の推移

３．令和４年度決算見込について（Ｒ4.11 末時点）

令和４年 11 月末時点における決算見込では、歳入において保険税が当初予算額と同

程度確保できる見込みであるほか、繰越金が令和３年度決算の確定により、当初予算に

比べ約 305,000 千円の増、となる見込です。一方、道支出金である保険給付費等交付金

は歳出の保険給付費等の減に伴い約 113,500 千円の減と見込み、歳入全体では、当初予

算に比べ約 187,000 千円の増と見込んでいます。

歳出については、総務費が人件費などの執行残に伴い当初予算に比べ約 9,000 千円の

減、保険給付費が 140,000 千円の減、保健事業費が 12,500 千円の減と見込み、歳出全

体では当初予算に比べ約 208,500 千円の減と見込んでいます。

結果、単年度収支は、保険料の引き下げ等により約 59,000 千円の赤字と見込まれま

すが、翌年度への繰越財源が一定程度確保できる見込みとなっています。

表-3 令和４年度の決算見込

４．令和５年度の保険税率と当初予算（案）について

令和５年度の保険税率については、被保険者数及び被保険者の所得の減少傾向を踏ま

えたうえで、令和４年度と同じ税率とした場合の保険税収入見込額とその他の財源をも

って令和５年度の国保運営に要する費用を賄えることが見込まれる（表‐4 参照）こと

及び引き続き全道の市平均と同水準の保険税率を確保できていることから、現行の保険

税率を維持したいと考えています。

令和 2年度 令和 3 年度 令和 4年度

医療分 所得割 9.1％ 8.9％ 8.4％

均等割 30,000 円 28,000 円 23,000 円

平等割 29,000 円 27,000 円 25,000 円

支援分 所得割 2.9％ 2.9％ 2.7%

均等割 8,400 円 8,200 円 7,600 円

平等割 8,300 円 7,900 円 7,300 円

介護分 所得割 2.5% 2.3% 2.1%

均等割 8,700 円 8,700 円 8,700 円

平等割 5,900 円 5,100 円 4,800 円

歳入

(a)

歳出

(b)

実質収支

(a)-(b)=(c)

単年度収支

(c)-繰越金+積立金

5,367,759 千円 4,972,113 千円 395,646 千円 △59,385 千円



表-4 令和５年度当初予算（案）

【歳入】 【歳出】 （単位：千円）

表-5 令和４年度保険料率における道内市順位

５．令和５年度以降の国保財政の見通しについて

安定的な国保運営を行うため、中期的な方向性を見極める必要があることから、今後

3 か年の財政見通しを作成しました（表‐6）。

今回の見通し作成において、保険税については、過去の被保険者数や所得額の減少傾

向をもとに推計し、国保事業費納付金については、医療費を全道で共有することから、

本市の医療費水準はもとより道全体の医療費の動向が反映されるため、過去における北

海道と本市の医療費の推移を比較し推計しました。

今後の 3 か年の見通しとしては、現行の保険税率を維持した場合においても、令和 5

年度、6 年度、7年度ともに予算ベースの単年度収支としては、▲94,645 千円、▲89,929

千円、▲84,196 円の赤字となる見込みでありますが、十分な繰越金を確保しており、安

定した財政運営を進めることが可能と考えます。

款 予算額 款 予算額

国 民 健 康 保 険 税 653,839 総 務 費 104,843

国 庫 支 出 金 80 保 険 給 付 費 3,801,881

道 支 出 金 3,906,394 国保事業費納付金 1,118,390

繰 入 金 438,056 保 健 事 業 費 87,375

繰 越 金 170,000 諸 支 出 金 7,400

諸 収 入 2,520 予 備 費 50,000

そ の 他 11 そ の 他 1,011

歳 入 合 計 5,170,900 歳 出 合 計 5,170,900

医療分 支援分 介護分

所得割 均等割 平等割 所得割 均等割 平等割 所得割 均等割 平等割

登別市 8.4％ 23,000円 25,000円 2.7% 7,600円 7,300円 2.1% 8,700円 4,800円

道内市順位

（35 市中）
16 位 20 位 18 位 19 位 20 位 19 位 15 位 17 位 24 位



表-6 国保財政の 3 か年見通し

（単位：千円）

区 分
令和 5 年度 令和 6年度 令和 7年度

決算見込 決算見込 決算見込

歳
入

国 民 健 康 保 険 税 659,374 632,171 605,989

使 用 料 及 び 手 数 料 0 0 0

国 庫 支 出 金 10 10 10

道 支 出 金 3,768,917 3,754,292 3,740,260

財 産 収 入 8 8 8

繰 入 金 430,075 423,669 416,836

繰 越 金 395,646 301,001 211,072

諸 収 入 13,639 11,964 12,801

歳 入 合 計 5,267,669 5,123,115 4,986,976

歳
出

総 務 費 99,781 99,322 98,998

保 険 給 付 費 3,655,000 3,641,859 3,628,884

国民健康保険事業費納付金 1,121,272 1,081,100 1,042,471

共同事業拠出金（その他） 1 1 1

財政安定化基金拠出金 0 0 0

保 健 事 業 費 78,627 78,176 77,960

積 立 金 8 8 8

公 債 費 0 0 0

諸 支 出 金 11,979 11,577 11,778

歳 出 合 計 4,966,668 4,912,043 4,860,100

単 年 度 収 支 △94,645 △89,929 △84,196

実 質 収 支 301,001 211,072 126,876

基 金 を 含 め た 収 支 702,273 612,344 528,148



６．今後の保険税の動きについて

今後の大きな動きとしては、北海道では 2030 年に全道統一保険料を目指しており、独自

に保険料の設定はできなくなります。

統一保険料の具体的な数字は、現時点においても北海道から示されていないことから、道

市平均でしばらく推移し、統一保険料が示された時点で段階的にすり合わせていきたいと

考えています。

今後も、北海道全体及び本市の医療費と納付金の動向等を注視しつつ、国保財政の見

通しを精査しながら、大幅な財政赤字が見込まれる場合においては税率の引き上げも含め、

被保険者の負担増を少しでも避けられるよう保険税率の改正有無について検討してい

きたいと考えています。

350,000
370,000
390,000
410,000
430,000
450,000
470,000
490,000
510,000
530,000

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

保険税負担の推移のイメージ

激変緩和期間

統一保険料

道市平均まで

引き下げ
歳入不足が見込ま

れることによる引

道内でも高い水準

道市平均

家族（40歳以上65歳未満の夫婦、
40歳未満の子2人）
収入：主の給与収入360万円の場合

円
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《資料６》 保険税法定軽減判定基準額の見直しについて

《資料７》 出産育児一時金の支給額の改正について

　　令和５年度国民健康保険に係る制度改正について



《資料６》

保険税法定軽減判定基準額の見直しについて

（１）改正理由

国民健康保険の保険税軽減は、所得に応じて応益分（均等割・平等割）を７・

５・２割軽減する仕組みとしているが、そのうち、５・２割軽減について、対

象世帯を拡大するものである。

（２）改正内容

国民健康保険税の軽減判定所得について、５割軽減に使われている「２８．

５万円」を「２９万円」に、２割軽減判定に使われている「５２万円」を「５

３．５万円」にそれぞれ引き上げる。

※給与所得等の数とは、次のいずれかの条件を満たす者の合計のことで、いない場合は１

とします。

・給与収入額が、５５万円を超える者。

・公的年金等の収入額が、６５歳未満の場合は６０万円を超える者、６５歳以上の場合

は１２５万円を超える者。

※被保険者数には、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方のうち、継続して

移行時と同じ世帯である方も加えます。

（３）施行日 令和５年４月１日

改正前（令和４年度基準） 改正後（令和５年度基準）

７割軽減 基礎控除４３万円＋（給与所得者等

の数－１）×１０万円

基礎控除４３万円＋（給与所得者等

の数－１）×１０万円

５割軽減 基礎控除４３万円＋（給与所得者等

の数－１）×１０万円+加入者数×

２８．５万円

基礎控除４３万円＋（給与所得者等

の数－１）×１０万円+加入者数×

２９万円

２割軽減 基礎控除４３万円＋（給与所得者等

の数－１）×１０万円+加入者数×

５２万円

基礎控除４３万円＋（給与所得者等

の数－１）×１０万円+加入者数×

５３．５万円



《資料７》

出産育児一時金の支給額の改正について

（１）改正理由

健康保険法施行令等の一部を改正する政令が公布され、出産育児一時金等の

支給額を見直すこととし所要の改正を行うものである。

（２）改正内容

出産育児一時金の支給額について、現行の４０万８千円から４８万８千円に

引き上げる。

出産育児一時金 産科医療補償制度の掛金
（登別市国民健康保険条例第8条）（登別市国民健康保険施行規則第24条）

【現行】支給総額４２万円 ＝ 支給額４０万８千円 ＋ 掛金額１万２千円

【改正後】支給総額５０万円 ＝ 支給額４８万８千円 ＋ 掛金額１万２千円

（３）施行日 令和５年４月１日

８万円引き上げ 現状維持８万円引き上げ
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《資料８》 国民健康保険税の収納状況について

国民健康保険税の収納状況について



《資料８》

国民健康保険税の収納状況について

１ 収納率について

（１）過去３ヵ年度の収納率

※道内市平均は、歌志内市を除く３４市の平均（歌志内市は空知中部広域連合において

国民健康保険の事務を行っているため除く。）

※現年度分は当該年度に賦課した保険税額に対する収納率、滞納繰越分は前年度以前か

ら完納に至らず、当該年度に繰り越された保険税額に対する収納率

令和３年度の収納率の道内市部における登別市の順位は、現年度分が２１位

（室蘭市１４位、伊達市１９位）、滞納繰越分が３０位（室蘭市２１位、伊達

市９位）となっている。

（２）令和４年度の収納状況（令和４年１２月３１日現在の前年同期比較）

※国民健康保険税（普通徴収）は、第１期（令和４年度の納期は６月３０日）

から第１０期（令和４年度の納期は３月３１日）において徴収する。

区分

現年度分 滞納繰越分

令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和元年度 令和2年度 令和 3年度

登別市 94.77％ 95.66％ 96.09％ 21.87％ 21.67％ 15.59％

室蘭市 96.03％ 96.44％ 96.99％ 21.38％ 24.72％ 23.89％

伊達市 95.90％ 96.85％ 96.28％ 25.25％ 30.43％ 28.34％

道内市平均 95.35％ 96.01％ 96.31％ 23.61％ 24.80％ 24.13％

区分 調定額（税額） 収納額 収納率

現年度分

令和 3 年度 781,194 千円 514,631 千円 65.88％

令和 4 年度 681,849 千円 456,059 千円 66.89％

前年対比 ▲99,345 千円 ▲58,572 千円 1.01％

滞納繰越分

令和 3 年度 230,133 千円 29,037 千円 12.62％

令和 4 年度 207,979 千円 24,054 千円 11.57％

前年対比 ▲22,154 千円 ▲4,983 千円 ▲1.05％



２ 国民健康保険税の収納に関する取組について

（１）納付方法別の収納状況について

（令和４年度の現年度分 令和４年１２月３１日現在）

≪参考≫ スマートフォン決済アプリによる収納額は２，９７３千円（１２月３１日現在）

口座振替による納付の割合が最も高く、全体の約３６％を占めている。今後も、

口座振替の利用による納期内の納付（納付忘れの防止）の推進を図るため、口座

振替の利便性の周知と利用の勧奨に取り組んでいく。

（２）収納対策に係る取組について

（３）納税の催告に応じない者等に対する取組について

①短期被保険者証の交付

納税相談の機会の確保及び納税の促進を図るため、納税指導が特に必要と

認められる滞納者に対して、６月以内の範囲で、通常よりも有効期限が短い

被保険者証を交付している（原則、受領手続による窓口交付）。

②被保険者証返還措置及び被保険者資格証明書の交付

長期の滞納がある者で、納税相談に応じようとしない者、納税相談におい

て取り決めた納付計画を履行しない者等に対して、被保険者証の代わりに、

一旦、医療費が全額自己負担となる資格証明書を交付している。

区分 収納額 割合 摘 要

特別徴収 88,144 千円 19.33％ 公的年金からの天引き

口座振替 166,873 千円 36.59％ 指定された金融機関の口座からの振替

コンビニ
スマホ

105,894 千円 23.22％
全国のコンビニエンスストア及びスマート
フォン決済アプリによる納付

臨戸徴収 3,318 千円 0.73％ 徴収員による自宅における訪問徴収等

その他 91,830 千円 20.13％ 金融機関、郵便局、市役所窓口等での納付

計 456,059 千円 100.00％

収納対策 実施時期等 実施方法

催告書の送付 4、7、10、1月 催告書を送付して納税の催告を行う。

電話催告 随時 電話による納税の催告及び折衝を行う。

臨戸による徴収及び納税

の折衝
随時

徴収員(会計年度任用職員)が自宅等を訪問

して徴収及び納税の折衝を行う。

夜間及び休日における納

税相談
4、7、10、1月

20：00 までの夜間と土曜日に納税相談窓口

を開設する。



③滞納処分

滞納整理を進めるため、財産調査の結果に基づいて強制徴収手続（財産の

差押え、差押財産の換価、換価代金の配当）を行っている。

滞納処分の状況（令和４年度は令和４年１２月３１日現在）

※その他は、生命保険、年金、給与、所得税及び道税還付金

差押件数
配当額（円）

預貯金 不動産 その他 計

令和 2 年度 ５３ ０ ３４ ８７ ４，９６６，６８２円

令和 3 年度 ５３ ０ ２４ ７７ ３，７３４，１６１円

令和 4 年度 １９ ０ ３ ２２ ９１２，２５３円



職員　計６人 会計年度職員　計１人

職員　計２人

職員　計２人 会計年度職員　計３人

登別市国民健康保険事業運営組織の状況

登 別 市 長 小 笠 原 春 一

副 市 長 伊 藤 嘉 規

保 健 福 祉 部 長 沼 田 久 人

保 健 福 祉 部 次 長 岡 田 正 彦

国民健康保険グループ
総 括 主 幹

山 本 賢 二

国 保 運 営 担 当 主 査 鳴 海 慎 悟

保 健 事 業 担 当 主　査 澤 口 真 歩

主　査 藤 田 陽 子

保 険 税 担 当 主 査 豊 嶋 研 吾
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